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中野区の給与・定員管理等について 

 

1 総 括 

(1) 人件費の状況(普通会計決算) 

区 分 

住民基本台帳
人口(令和 7 年
4 月 1 日現在) 

歳出額 

A 

実質収支 

 

人件費 

B 

人件費率 

B/A 

(参考)   

令和 5 年度
の人件費率 

令和 6 年度 
     人  

342,165 
千円  

185,222,525 
千円  

3,090,849 
千円   

22,121,088 
   %  

11.9 
% 

9.6 

※ 住民基本台帳人口には外国籍区民を含みます｡ 

 

(2) 職員給与費の状況(普通会計決算) 

区 分 

 
職員数 

A 

給   与   費  (参考) 
一人当た
り給与費 
B/A 

(参考)特
別区平均
一人当た
り給与費 

給 料 職員手当 期末･ 
勤勉手当 

計 
B 

 

令和 6 年度 
人 

2,089 
 

千円  
7,598,633 

千円  
3,009,869 

千円  
3,880,883 

千円 
14,489,385 

 千円 
6,936 

千円 
  6,798 

※ 職員手当には退職手当を含みません｡ 

※ 職員数は､令和 6 年 4 月 1 日現在の人数です｡また､任期付短時間勤務職員､暫定再任用短
時間勤務職員､定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含みません｡ 

※ 給与費については､任期付短時間勤務職員､暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短
時間勤務職員分を含んだ数値です｡ 

 

(3) ラスパイレス指数の状況
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 ※ ラスパイレス指数とは､全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた
め､国の職員数(構成)を用いて､学歴や経験年数の差による影響を補正し､国の行政職俸給
表(一)適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数です｡ 

 ※ ラスパイレス指数の算出に当たっては､60 歳に達した日後の最初の 4 月 1 日以後に支給さ
れる給料月額について､本来の給料月額の 7 割水準に設定される職員を除いています｡ 

 

(4) 給与改定の状況 
  ① 月例給 

区 分 

人事委員会の勧告  
給与改定率 

 (参考) 

国の改定率 民間給与 
A 

公務員給与   
B 

較 差 
A-B 

勧 告 
(改定率) 

 

令和 7 年度 
円

406,322 
円 

391,462 
円 

14,860 
% 

3.80 
    % 

 3.80 

     % 

  3.30 

※ ｢民間給与｣､｢公務員給与｣は､特別区人事委員会勧告において公民の 4 月分の給与額
をラスパイレス比較した平均給与月額です｡ 

  ② 特別給(期末･勤勉手当) 

区 分 

人事委員会の勧告 

年間支給 
月  数 

 (参考) 
国の年間 
支給月数 

民間の 
支給割合 

A 

公務員の 
支給月数  

B 

較差 
A-B 

勧 告 
(改定月数) 

 

令和 7 年度 
    月 

4.92 

月 

4.85 

月 

0.07 

月 

0.05 

    月 

 4.90 

 月  

4.65  

※ ｢民間の支給割合｣は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合､｢公務

員の支給月数｣は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です｡ 

 

(5) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況に

ついて 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては､俸給表の水準の平均 2%の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている｡ 

① 給料表の見直し 

[ 実施  未実施] 

実施内容  

(実施時期) 平成 27 年 4 月 1 日 

(内容)国の見直し内容を踏まえ､地域手当の支給割合 2%引き上げ分と同率程度引き下げた｡

Ⅰ類初任給までの号給等は引下げなし｡これらの号給付近等は引下げを緩和した｡ 

 

② 地域手当の見直し 

実施内容  

(実施時期)平成 27 年 4 月 1 日 

(支給割合)20%(国の見直し内容を踏まえ､18%から 20%へ引き上げた｡) 
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③ その他の見直し内容  

実施内容  

(実施時期) 平成 27 年 4 月 1 日 

(内容)管理職員特別勤務手当､及び単身赴任手当について､国と同様に見直した｡ 

 

 

2 職員の平均給与月額､初任給等の状況 

(1) 職員の平均年齢､平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

(国比較ﾍﾞｰｽ) 

中  野  区 39.8 歳 306,183 円 425,090 円 385,345 円 

東  京  都 42.3 歳 325,837 円 470,901 円 409,944 円 

国 41.9 歳 332,237 円    -    円 414,480 円 

特別区平均 ３９．５歳 306,499 円 434,733 円 384,346 円 

 

② 技能労務職 

 
区  分 

 

公   務   員 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額(A) 
平均給与月額 

(国比較ﾍﾞｰｽ) 

 中 野 区 55.3 歳 137 人 289,757 円 388,338 円 373,007 円 

うち清 掃 職 員 54.1 歳 103 人 295,399 円 407,463 円 385,539 円 

うち用 務 員 60.8 歳 10 人 261,460 円 317,900 円 314,582 円 

東 京 都 50.3 歳 1,189 人 289,995 円 391,360 円 357,218 円 

国 51.3 歳 1,703 人 294,567 円 -  円 337,907 円 

特 別 区 平 均 53.3 歳 4,899 人 285,018 円 387,770 円 349,295 円 

 

 
区  分 

 

民  間 参考 

対応する民間の 
類似職種 

平均年齢 
平均給与月額

(B) 
A/B 

 中 野 区 - - - - 

 うち清 掃 職 員 廃棄物処理従業員 48.0 歳 320,600 円 1.27 

 うち用 務 員 用務員 48.8 歳 267,400 円 1.19 

東 京 都 - - - - 
国 - - - - 

特 別 区 平 均 - - - - 
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区   分 
参     考 

年収ﾍﾞｰｽ(試算値)の比較 
公務員(C) 民 間(D) C/D 

中 野 区 -  円 -  円 - 

 うち 清 掃 職 員 6,735,035 円 4457.9 千円 1.51 

うち 用  務  員 5,621,517 円 3469.0 千円 1.62 

※ 民間データは､賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています｡ 

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり､年齢､勤続年数､給与月額､業務内容､雇
用形態等の点において完全に一致しているものではありません｡(｢対応する民間類似職種｣の
廃棄物処理従業員及び用務員は全国平均です｡) 

※ 年収ﾍﾞｰｽの｢公務員(C)｣及び｢民間(D)｣のデータは､それぞれ平均給与月額を 12 倍したもの
に､公務員においては前年度に支給された期末･勤勉手当､民間においては前年に支給された
年間賞与の額を加えた試算値です｡ 

 

③ 教育職(幼稚園教育職員) 

区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

中  野  区 36.4 歳 314,890 円 421,738 円 

特別区平均   38.0 歳 340,103 円 452,232 円 

(注) 1 ｢平均給料月額｣とは､令和 7 年 4 月 1 日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均 
です｡ 

 
2 ｢平均給与月額｣とは､給料月額と毎月支払われる扶養手当､地域手当､住居手当､時間外 

勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したもので､地方公務員 給与実態調査におい 
て明らかにされています｡ 
また､｢平均給与月額(国比較ベース)｣は､比較のため､国家公務員と同じベース(=時間外 
勤務手当等を除いたもの)で算出しています｡ 

 

(2) 職員の初任給の状況(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

区  分 中 野 区 東 京 都 国 

一般行政職 
大学卒業程度 220,000 円 225,500 円 

総合職 230,000 円 
一般職 220,000 円 

高校卒業程度 182,000 円 188,000 円 188,000 円 

技能労務職 高校卒業程度 176,400 円 185,400 円 185,700 円 

教育職 
大学卒業程度 233,000 円 241,700 円 ― 

短大卒業程度 215,200 円 225,600 円 ― 

 

(3) 職の経験年数別･学歴別平均給料月額の状況(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

区  分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年 

一般行政職 
大学卒業程度 277,801 円 367,406 円 393,780 円 401,525 円 

高校卒業程度 236,660 円 294,600 円 ― 357,933 円 

技能労務職 高校卒業程度 ― ― ― 317,000 円 

教育職 大学卒業程度 ― ― ― ― 
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 3 一般行政職の級別職員数等の状況 

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

区 分 標準的な職務内容 職 員 数 構 成 比 
1 号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

1 級 係 員 685 人 34.2％ 177,400 323,900 

2 級 主 任 760 人 37.9％ 231,500 357,600 

3 級 係 長 343 人 17.1％ 254,100 408,800 

4 級 総括係長 124 人 6.2％ 276,700 431,000 

5 級 課 長 76 人 3.8％ 303,500 457,100 

6 級 部  長 16 人 0.8％ 379,400 518,100 

(注) 1 中野区の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です｡ 

   2 標準的な職務内容とは､それぞれの級に該当する代表的な職務です｡ 
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(2) 国との給料表ｶｰﾌﾞ比較表(行政職(⼀))(令和7年4月1日現在) 

 

 

(3) 昇給への人事評価の活用状況 

令和 6 年 4 月 2 日から令和 7 年 4 月 1 日 
までにおける運用 

管理職員 一般職員 

ｲ. 人事評価を実施した ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能
な 
区分 

昇給実績が 
ある区分 

昇給可能な 
区分 

昇給実績が 
ある区分 

上位､標準､下位の区分 ○  ○  

上位､標準の区分  ○  ○ 

標準､下位の区分     

標準の区分のみ(一律)     

ﾛ. 人事評価を実施していない   

   活用予定時期   
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4 職員の手当の状況 

(1) 期末手当･勤勉手当 

中 野 区 東 京 都 国 

1 人当たり平均支給額 
(令和 6 年度) 

         1,728 千円 

1 人当たり平均支給額 
(令和 6 年度) 
     2,053 千円 

― 

(令和 6 年度支給割合) 
期末手当  勤勉手当 

(令和 6 年度支給割合) 
期末手当 勤勉手当 

(令和 6 年度支給割合) 
期末手当 勤勉手当 

管理
職 

2.15 月分  2.70 月分 
(1.225 月分)(1.325 月分) 

― ― 

一般
職員 

2.50 月分  2.35 月分 
(1.40 月分) (1.15 月分) 

2.50 月分   2.35 月分 
(1.40 月分) (1.15 月分) 

2.50 月分   2.10 月分 
(1.40 月分) (1.00 月分) 

(加算措置の状況) 

職制上の段階､職務の級等による加

算措置 

･役職加算 5～20% 

･管理職加算 15～20% 

(加算措置の状況) 

職制上の段階､職務の級等

による加算措置 

･役職加算 3～20% 

･管理職加算 15～25% 

(加算措置の状況) 

職制上の段階､職務の級等によ

る加算措置 

･役職加算 5～20% 

･管理職加算 10～25% 

※ ( )内は､暫定再任用職員に係る支給割合です｡ 

 

○勤勉手当への人事評価の活用状況(一般行政職) 

令和 6 年度中における運用 管理職員 一般職員 

ｲ. 人事評価を実施した ○ ○ 

 

活用している成績率 
支給可能な 
成績率 

支給実績が 
ある成績率 

支給可能な 
成績率 

支給実績が 
ある成績率 

 上位､標準､下位の成績率 ○  ○  

上位､標準の成績率  ○  ○ 

標準､下位の成績率     

標準の成績率のみ(一律)     

ﾛ. 人事評価を実施していない   

   活用予定時期   
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(2) 退職手当(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

中 野 区 国 

区分 

支 給 率 

区分 

支 給 率 

自己都合 勧奨･定年 自己都合 勧奨･定年 

勤続 20 年 18.00 月分 24.55 月分 勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.00 月分 32.95 月分 勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.75 月分 47.70 月分 勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 39.75 月分 47.70 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

その他の 
加算措置 

定年前早期退職特例措置 
(2%～20%加算) 

 
定年前早期退職特例措置 

(2%～45%加算) 

1 人当たり 
平均支給額 

3,710 千円 19,787 千円 ― ― ― 

※ 退職手当の 1 人当たり平均支給額は､令和 6 年度に退職した職員に支給した平均額です｡ 
※ ｢勧奨･定年｣のうち｢定年｣には､定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後に退

職した場合も含みます｡ 

 

(3) 地域手当(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

支 給 実 績(令和 6 年度決算) 1,703,582 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額(令和 6 年度決算) 674,686 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率) 

特別区 20% 全職員 20% 
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(4) 特殊勤務手当(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

区            分 全 職 種 

支 給 実 績(令和 6 年度決算) 33,997 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額(令和 6 年度決算) 159,615 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和 6 年度) 8.4 % 

手 当 の 種 類(手当数) 6 手当 

手当の名称 主な支給対象職員 
支給実績 

(令和 6 年度決算) 
左記職員に対する支給単価 

特定危険現場 
作業手当 

経理課職員 
施設課職員 

18,780 円 
日額 280 円～380 円 
1 台 180 円～380 円 

有毒物等取扱･ 
検査手当 

保健所職員 18,000 円 日額 200 円 

防疫等業務手当 
保健所職員 

すこやか福祉センター職員 
4,000 円 日額 160 円～650 円 

清掃業務従事 
職員手当 

清掃事務所職員 18,347,000 円 日額 700 円 

一時保護業務手当 児童相談所職員 10,094,490 円 日額 1,470 円 

児童相談所 
業務手当 

児童相談所職員 9,653,900 円 日額 950 円 

※ 特殊勤務手当全般の見直しを行い､平成 17 年度末をもって以下 9 種類の手当を廃止しまし 
た｡ 
①税務事務等外勤手当 ②へい死動物処理手当 ③福祉事務所現業手当 ④取締等業務手
当 ⑤変則勤務者特殊業務手当 ⑥障害者･児施設等業務手当 ⑦検便手当 ⑧放射線業務
手当 ⑨精神保健相談業務手当 

 

 

(5) 時間外勤務手当 

支 給 実 績(令和 5 年度決算) 714,291 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額(令和 5 年度決算) 300 千円 

支 給 実 績(令和 6 年度決算) 782,224 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額(令和 6 年度決算) 325 千円 

※ 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は､各年度の 4 月 1 日現在の総職員数(管

理職員､教育職員等､制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く｡)であり､定

年前再任用短時間勤務職員､暫定再任用短時間勤務職員を含みます｡ 
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(6) その他の手当(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

手当名 内容及び支給単価 

国制度

との 

異同 

国の制度と 

異なる内容 

支 給 実 績 

(令和 6 年度

決算) 

支給職員 1 人

当たり平均支

給年額(令和

6 年度決算) 

扶 養 手 当 

配偶者  6,000 円 

異なる 

配偶者 6,500 円 

子 10,000 円 

配偶者を除く 

6,500 円 

98,783 千円 169,731 円 子    9,000 円 

父母等  6,000 円 

住 居 手 当 

賃貸住宅居住者  

8,300 円～

27,000 円 

異なる 

賃貸住宅居住者 

支給限度額 

28,000 円 

123,518 千円 167,825 円 

通 勤 手 当 

運賃相当額 

限度額 55,000 円 
同 じ  

300,602 千円 134,258 円 
交通用具 

2,600 円～13,000 円 
異なる 

2,000 円 

～31,600 円 

管理職手当 
部長級 127,600 円 

課長級 92,300 円 
異なる 

適用区分及び支給

金額が異なる 
117,475 千円 1,118,815 円 

初任給調整

手当 

適用区分表により 

月額 118,000 円 

～268,500 円 

異なる 

適用区分及び支給

金額が異なる 8,131 千円 2,710,400 円 
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5 特別職の報酬等の状況(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

区  分 給 料 月 額 等 

給 

料 

 
区  長 

副 区 長 
教 育 長 
常勤監査委員 

 
1,264,600 円  
1,015,200 円 

889,900 円 
808,500 円  

(参考)特別区における最高/最低額 
1,305,000 円 /1,048,300 円 
1,042,000 円 / 817,100 円 
951,200 円 / 735,300 円 

 

報 

酬 

議  長 
副 議 長 
委 員 長 
副委員長 
議  員 

909,200 円  
770,400 円  
660,100 円  
630,300 円  
600,200 円  

 

期
末
手
当 

区  長 
副 区 長 
教 育 長 
常勤監査委員 

 令和 7 年度支給割合  (加算措置の状況) 
  3.94 月分         ･加算率  45% 
 
  3.47 月分         ･加算率  45% 

議  長 
副 議 長 
委 員 長 
副委員長 
議  員 

 令和 7 年度支給割合  (加算措置の状況) 
             
  4.22 月分         ･加算率  45% 

退
職
手
当 

 
区  長 

副 区 長 
教 育 長 
常勤監査委員 

(算 定 方 式)           (1 期の手当額)   (支給時期) 
1,264,600 円×在職年数×3.09  1,563 万円    任期毎 
1,０１５,２00 円×在職年数×2.65   1,076 万円   任期毎 

889,900 円×在職年数×1.77    472 万円    任期毎 
808,500 円×在職年数×1.77    572 万円    任期毎 

※ 区長､副区長､教育長及び常勤監査委員の給料については､地域手当相当分を組み込んで給 
料月額を定めています｡ 

※ 退職手当の｢1 期の手当額｣は､4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき､1 期(4 年
=48 か月)勤めた場合における退職手当の見込額で､千円以下を切り捨てて 1 万円単位で
記載しています｡但し､教育長については､1 期を 3 年(36 か月)とした見込額です｡ 
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6 職員数の状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由                 (各年 4 月 1 日現在) 

<参考> 令和 7 年度の人口 1 万人当たり職員数 
○ 一般行政部門   57.23 人 
○ 普 通 会 計   61.15 人 
○ 合   計   64.32 人 

※ 計欄の《 》内は､定年前再任用短時間勤務職員･暫定再任用短時間勤務職員(令和 5 年度は 
再任用短時間勤務職員)であり､上表中の職員数には含まれません｡ 

※ 職員数は､一般職に属する職員数とし､会計年度任用職員及び非常勤職員は含まれません｡令
和 7 年度の合計値(2,195 人)は､1 頁の｢1 組織(課等)ごとの職員数｣の数値と異なっていま
すが､これは他の自治体との比較ができるように､一定の調整をしたためです｡ 
1 頁の職員数｢2,188 人｣との違いは次のとおりです｡ 

減となる職員:特別区人事･厚生事務組合､東京二十三区清掃一部事務組合､東京都後期高
齢者医療広域連合へ派遣されている職員､研修派遣により受け入れている職
員(計 15 人) 

増となる職員:育児休業代替任期付職員(22 人) 
※ 前表の区分と1頁の｢1 組織(課等)ごとの職員数｣の部局名との対応関係は､概ね次のとおりで 

す｡ 

区  分 
職員数 ( )内は対前年増減数 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

一
般
行
政
部
門 

議   会 18   (0) 18   (0) 18   (0) 

総務･企画 478  (11) 479   (1) 481   (2) 

税   務 75   (3) 74  (△1) 75   (1) 

民   生 730  (22) 764  (34) 777  (13) 

衛   生 327   (4) 317 (△10) 307 (△10) 

労   働 3   (0) 3   (0) 3   (0) 

農 林 水 産 0   (0) 0   (0) 0   (0) 

商   工 20   (1) 22   (2) 21  (△1) 

土   木 284  (18) 281  (△3) 271 (△10) 

小   計 
1,935  (59) 1,958  (23) 1,953  (△5) 

《81(△16)》 《74(△7)》 《87(13)》 

特
別
行
政
部
門 

教   育 132   (8) 131  (△1) 134   (3) 

警   察 -  (-) -  (-) -  (-) 

小   計 
132   (8) 131  (△1) 134   (3) 

《1(△2)》 《3(2)》 《2(△1)》 

普 通 会 計  計 
2,067  (67) 2,089  (22) 2,087  (△2) 

《82(△18)》 《77(△5)》 《89(12)》 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病   院 -  (-) -  (-) -  (-) 

水   道 -  (-) -  (-) -  (-) 

下 水 道 -  (-) -  (-) -  (-) 

そ の 他 107   (3) 109   (2) 108  (△1) 

小   計 
107   (3) 109   (2) 108  (△1) 

《4(1)》 《3(△1)》 《2(△1)》 

合 計 
2,174  (70) 2,198  (24) 2,195  (△3) 

《86(△17)》 《80(△6)》 《91(11)》 
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総務･企画 : 企画部､総務部(施設課の一部を除く)､区民部の一部(区民サービス課と戸籍
住民課)､子ども教育部の一部(子ども･教育政策課と育成活動推進課の一部)､
地域支えあい推進部の一部(地域活動推進課と地域包括ケア推進課の一部)､
都市基盤部の一部(交通政策課の一部)､会計室､選挙管理委員会事務局､監査
事務局 

民     生 : 区民部の一部(保険医療課の一部)､子ども教育部の一部(子ども･教育政策課､
子ども教育施設課､子育て支援課及び育成活動推進課の一部と保育園･幼稚
園､子ども･若者相談及び児童福祉の各課)､地域支えあい推進部の一部(地
域活動推進課及び地域包括ケア推進課の一部)､健康福祉部の一部(福祉推
進課の一部とスポーツ振興､障害福祉及び生活援護の各課) 

衛     生 : 子ども教育部の一部(子育て支援課の一部)､地域支えあい推進部の一部(す
こやか福祉センターの一部)､健康福祉部の一部(保健企画課の一部と保健予
防､生活衛生の各課)､環境部 

商     工 : 区民部の一部(産業振興課と文化振興･多文化共生推進課の一部) 

(単位:人) 

区  分 
令和 7 年度の職員数の増減状況 

増員数 減員数 差引 主 な増 減 の 理 由 

一
般
行
政
部
門 

議    会 0 0 0  

総 務 ･企 画 27 △ 25 △ 2 
国勢調査業務､新区役所整備体制終了､育
児休業代替任期付職員配置､再任用短時間
職員振替 

税    務 1 0 1 常勤職員振替 

民    生 26 △ 13 13 
ケースワーカー配置適正化､児童相談所体制
強化､児童館体制強化､再任用短時間職員
振替 

衛    生 15 △ 25 △ 10 
再任用短時間職員振替､育児休業代替任期
付職員配置 

労    働 0 0 0  

農 林 水 産 0 0 0  

商    工 1 △ 2 △ 1 
育児休業代替任期付職員配置､再任用短時
間職員振替 

土    木 5 △ 15 △ 10 
まちづくり業務体制強化､再任用短時間職員
振替 

小    計 75 △ 80 △ 5  

特
別
会
計
部
門 

教    育 5 △ 2 3 指導室体制強化､再任用短時間職員振替 

警    察 - - -  

小    計 5 △ 2 3  

普 通 会 計  計 80 △ 82 △ 2  

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病    院 - - -  

水    道 - - -  

下  水  道 - - -  

そ  の  他 3 △ 4 △ 1 国民健康保険窓口の委託拡充 

小    計 3 △ 4 △ 1  

合     計 83 △86 △ 3  
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(2) 年齢別職員構成の状況(令和 7 年 4 月 1 日と 5 年前の比較)     (単位:人､%) 

区 分 
令和 7 年 4 月 1 日 令和 2 年 4 月 1 日 

職員数 構成比 職員数 構成比 

20 歳未満 0 0.0 2 0.1 

20～23 歳 60 2.7 46 2.2 

24～27 歳 282 12.9 261 12.5 

28～31 歳 306 14.0 192 9.2 

32～35 歳 267 12.2 189 9.1 

36～39 歳 245 11.2 85 4.1 

40～43 歳 118 5.4 97 4.7 

44～47 歳 119 5.4 102 4.9 

48～51 歳 88 4.0 248 11.9 

52～55 歳 213 9.7 313 15.0 

56～59 歳 266 12.2 351 16.8 

60 歳以上 224 10.2 198 9.5 

合 計 2,188 100.0 2,084 100.0 

 ※ 年齢は年度末における年齢です｡ 

 ※ 小数点以下は表示単位未満で四捨五入し端数整理しているため､合計値と一致しない場合が

あります｡ 

 

年齢別構成比の推移 
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(3) 職員数の推移                                        (単位:人､%) 

年度 
部門別 

R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年 R7 年 
過去 5 年間の 
増減数(率) 

一般行政 1,842 1,861 1,876 1.935 1,958 1,953 111(6.0%) 

教育 129 121 124 132 131 134 5(3.9%) 

普通会計計 1,971 1,982 2,000 2,067 2,089 2,087 116(5.9%) 

公営企業等会計計 105 105 104 107 109 108 3(2.9%) 

総合計 2,076 2,087 2,104 2,174 2,198 2,195 119(5.7%) 

※ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数 

 


